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Ⅰ　序

ヒングステッド（Christian Ernst Hingstedt）は、
1804年に『複式簿記の商業帳簿における新しい実
務の展開（Die neuern praktishen Fortschunitte im 
doppelten kaufmanishen Buchhaiten）』をエルベ河
の河口のドイツにおける貿易港のひとつであるハン
ブルグで刊行した。

ヒングステッドは、当著において、複式簿記につ
いて「複式記入」の基本原理を表現する場である仕
訳帳について必要性を説き、単式簿記（簡略化され
た複式簿記）ではなく、複式簿記を展開した。ドイ
ツへは、フランスおよびオランダ等から摂取するの
とイギリスから摂取するのと二つの方向からの流れ
があり、ドイツで合流することになる。即ち、前者
からは「大陸法」と称する複式簿記が、そして後者
からは「英国法」と称する複式簿記が合流すること
になる。

両者は、複式簿記と称しても、商業帳簿の取り
扱い、特に、元帳の勘定の締切り方法に違いがあ
る。大陸法は、勘定の差額について「残高」と記入
し、仕訳を通じて残高勘定へとすべての勘定が集め
られる。それに対して、英国法は、勘定残高につい
て「次期繰越」と記入し、勘定を締切ると同時に当
該勘定の反対側に「前期繰越」と記入し、次期の取
引記録を開始する。それ故、商業帳簿は継続的に使
用することを前提としている。したがって、大陸法
とは異なり、開始仕訳も、決算仕訳も省略される。
その帰結として、商業帳簿自体の特徴は、大陸法で
は「決算期ごとの商業帳簿の完結」と称され、英国
法は「決算期間を越えた商業帳簿の継続」と称され
る。

両者がドイツでは入り混じり、混乱を来すが、最
終的に大陸法が完成する軌道を進むと想定される。
その意味で、ヒングステッドの事例は大陸法完成の
道のりの一こまであり、当論文ではこれを明らかに
しようとするものである。

Ⅱ　複式簿記の事例

ヒングステッドは、一貫して複式簿記を提唱す
る。単式簿記では省略されている複式記入に基づく
仕訳帳の事例を示す。複式簿記は、この仕訳帳が設
けられることにより、一つの体系化した簿記システ
ムとして完成をみる。

このシステムは、期首の財産目録に基づき開始仕
訳し、それを元帳の諸勘定へ振替え、取引の記録を
開始する。取引は必ず仕訳を通して元帳の諸勘定へ
振替えられる。そして、一定の期間の終了後、決算
にあたって勘定を締切り、損益に属する勘定を完成
すべく、収益および費用に関する勘定をまとめて利
益または損失を算出する。ひき続き、債務者（借
方）および債権者（貸方）の諸勘定を締切り、その
勘定の差額をまとめて仕訳をする。しかしながら、
ヒングステッドの場合、仕訳までで残高勘定の作成
に至っていない。

この一連の複式簿記のシステムを以下示すことに
する。

１　開始仕訳
ヒングステッドの開始仕訳の事例を示すと「図

表－１」の通りである。この開始仕訳では、借方
は“９Debitores”とし、貸方は“５Creditores”として
開始されている。
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図表－１
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２ 取引の仕訳

銀行、現金、商品、割引、様々な債務者、様々な
債権者、事業経費、家計費等々の取引について、ヒ
ングステッドは、簿記方としての代理人による仕訳
を例示している。諸資産の増加、債務者の増加、債
権者の減少、諸経費の支払い、資本の減少等は債務
者（借方）側に、そして、諸資産の減少、債務者の

減少、債権者の増加、諸収入の受取り、諸資本の増
加等は債権者（貸方）の側に記録するものとした。
仕訳に際して、債務者（借方）側には“Per”が、債権
者（貸方）側には“An”が、頭に付されるのが一般的
であるが、債務者側には付されず、債権者側のみに
“An”が付されている。以下、仕訳の事例は「図表－
２」の通りである。

図表－２
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３ 損益の仕訳

決算では、まず始めに、利益計算が損益勘定にお
いて行われる。それ故、ヒングステッドでは、損益
勘定が作成される。その際、仕訳を通して損益勘定
へ収益が11項目集められ、貸方へ振替えられ、費
用が４項目集められ、借方へ振替えられる。その

結果、両者の差額が利益、即ち、資本の増殖とな
り、資本金勘定の貸方へ振替えられる。この資本の
増殖は、直接、資本金勘定へともたらされるのでは
なく、この損益勘定において、費用および収益の因
果関係を明らかにすべく、一定期間の商人の事業活
動の成果を表すものである。この仕訳の事例を示す
と、「図表－３」の通りである。
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４ 勘定残高の仕訳

決算では、引きつづき、利益計算以外の次期以降
に実在する財産について残高が生ずる。仕訳では、
債務者側（借方）に資産が７項目集められ、そし
て、債権者および資本金側（貸方）に集められてい
る。このように、勘定残高が集められて仕訳が行わ
れ、勘定に振替えられる。そして、これを商業帳簿
の視点からみると、「決算期間ごとの商業帳簿の完
結」といえる。しかしながら、勘定事例では残高勘
定は示されていない。そこで、仕訳はするが、その
先の残高勘定が作成されないという矛盾が生ずる。
それは、ドイツでは、勘定の締切に際して、英国の

方式を採用することにある。ヒングステッドはこの
方式を採用している。勘定残高に対して「次期繰
越」と記入し、即座に、反対側に「前期繰越」を記
入して、取引の記録を開始するからである。このこ
とは、商業帳簿の視点からみると、「決算期間を越
えた商業帳簿の継続」と特徴づけられる。

この勘定の締切方法を採用するとすれば、直接、
勘定を締切り、「次期繰越」が記入されるため、本
来ならば、仕訳帳において仕訳は行われないはずな
のに、ヒングステッドでは行われているのである。
この点で矛盾しているといえる。

仕訳の事例は「図表－４」の通りである。

図表－３
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５ 勘定

取引は、設定された勘定に基づいて仕訳され、
つづいて、元帳にある当該勘定の借方または貸方
へ転記される。したがって、仕訳帳と元帳は勘定
を通じて連携している。この勘定は、同種の取引
をまとめる簿記における最小単位である。ドイツ
では、仕訳が行われなければ、勘定への転記は
なされない。日常の取引ばかりでなく、決算に際
しても、損益勘定および残高勘定へは、仕訳を
通して転記される。勘定科目の事例を順番にし
た が っ て み る と、 借 方 で は、“Banco”、“Cassa”、
“Mobi lgüter ”、“ Waaren”、“Debi tores  laut 
Schreibungen”および“Schlechte Schuldener”、貸方
で は、“Creditores laut Schleibungen”、“Kapital”お
よび“Erdgelder”がみられる。これが仕訳帳でみら

れる。しかしながら、ヒングステッドでは、残高勘
定については、仕訳はするが、転記されない。その
帰結として、残高勘定は設けられない。それは、勘
定の締切りに際して英国法を適用することによる影
響である。というのは、ゲアハルトの勘定の締切方
法と仕訳についてみれば、これが理解できる１）。そ
れを簡略化した形式で示すと下記のようになる。

借方で繰越される勘定；
（借）新勘定　・・・　　（貸）旧勘定　・・・

貸方で繰越される勘定；
（借）旧勘定　・・・　　（貸）新勘定　・・・

ヒングステッドとゲアハルトは、このように、違
いがある。それ故、仕訳することと英国法を適用す
ることとは矛盾といえよう。

以下、ヒングステッドの勘定の事例は「図表－
５」の通りである。

図表－４

１）百瀬房德　2017年　獨協経済　s.10. 
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図表－５ ヒングステッドの商業帳簿（元帳）
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６ 特徴のある勘定

（１）商品勘定
商品勘定（Waaren=Conto）は、すべての商品の

勘定のうち継続事業にともなう典型的な勘定例を
示している。まず、借方では、「前期繰越」である
“Balanz”が記入されており、後段では、「当期利益」
である“Gewinn”が示されている。さらに、締切ら
れた直後に、「前期繰越」である“Balanz”が示され
ている。次に、貸方では、後段に「次期繰越」であ
る“Balanz”が示されている。この勘定で、「次期繰
越」が示されると同時に「前期繰越」と記入される
のは、英国法を摂取したものである。したがって、
この記入方法であるとすれば、仕訳を通じて「残高
勘定」へと振替える大陸法は採用していないといえ
る。英米法を採用していることは、必然的に、簿記
の延長線上において、貸借平均表は作成されず、か
つそこに商品勘定は含まれないことになる。

（２）動産勘定
動産勘定（Mobil=Conto）の借方において、前

期 繰 越 で あ る“Balanz”が 記 入 さ れ、 相 続 の 現 金
（Erbgelder）および現金（Cassa）により追加購入
された。そして、勘定の締切後、借方に前期繰越で
ある“Balanz”が示されている。貸方では振替先がな
く、白紙となっている。英国法で締切るとすれば、
貸方では「次期繰越」である“Balanz”が記入される
ことになる。ここでは、貸方の部分が省略されてい
るので、締切られていないといえる。動産勘定で
も、事例でみられるように、銀行勘定（Banco=Conto）
および現金勘定（Cassa=Conto）同様、貸方では、
期末において「次期繰越」である“Balanz”が記入さ
れ、締切後に、借方に「前期繰越」である“Balanz”
が記入されなければならないといえよう。

（３） 不良債権勘定
不良債権勘定（Schulechte Shuldiner Conto）は、実

際には、返済が疑われる債務者とみなされるが、未
だ貸倒れが現実となっていない部分を区分したとこ
ろの勘定である。この勘定は債務者が実際に倒産し
たときに償却される。したがって、将来発生する可

能性があることによる引当はいまだ行われていない。
Joh. HolzdamおよびBarth Fuchsは倒産した時点で損益
勘定へ損失として振替えられたものである。このこ
とについて、プロイセン一般国法では債権の評価を

「回収不確実な債権（die zweifelhafen Forderungen）」
として規定されているところである２）。

（４） 損益勘定
損益勘定（Gewinn und Verlust Conto）は、実際

に貸倒となった債務者が償却され、個別に計上され
ている。それ以外に、借方では、費用が４項目（４ 
Creditores）示されている。貸方では、収益が11項
目（11 Debitores）示されている。上述の事例の元
帳の諸勘定より、それらを抽出して具体的項目で示
すと「図表－６」の通りである。

この収益と費用の差額、即ち、利益のBmk 9296: 
7 1/2が資本金勘定へと振替えられる。　

（５）資本金勘定
資本金勘定（Capital Conto）は、貸方の上段で、

「前期繰越」である“Balanz”がみられる。それに加
えて、資本の増加分がみられる。この増加分には、
資本の拠出と事業活動よりの利益があるが、ここで
は、後者の利益の振替えがみられる。借方では、振
替先がなく、白紙となっている。英国法で締切ると
すれば、期末では、次期繰越である“Balanz”が記入
され、締切られて前期繰越として振替えられる。こ
の資本金勘定では、貸方のみに、締切後に前期繰越
を直接記入している。それ故、借方が省略されてい
るといえる。上述の動産勘定（Mobilgüter）とは逆
の勘定記入がみられる。

（６） 残高勘定
勘定では、開始残高（前期繰越）も、決算残高

（次期繰越）も、“Balanz”と記入される。そして、
勘定を締切るに際して、「次期繰越」と記入して締
切り、同時に、次期の取引を開始するとき、「前期
繰越」を記入する英国法を採用している。その帰結
として、簿記システムは終了してしまい、決算で
は、貸借平均表（または残高勘定）は作成されな
い。だがしかし、ヒングステッドは、決算に際し

２）百瀬房德　1998年、s.257～261.
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て、仕訳するが、勘定の事例では残高勘定は作成し
ていない。したがって、社会的な要請により、勘定
の在高である次期繰越を抽出し、貸借対照表を作成
することになる。

かくして、ヒングステッドは、決算に際して損益

勘定への、および残高勘定への振替仕訳をしてい
る。特に、残高勘定への振替仕訳については、英国
法の視点からみると、上述からして、矛盾するが、
大陸法の観点からみると、残高勘定の作成への一歩
であるともいえる。

Ⅲ　結　語

ヒングステッドは、単式簿記（簡略化された複式
簿記）でなく、複式簿記を一貫して論じた。前者は
仕訳帳を欠くため、多様な方式が考えられ、簿記方
の考え次第で異なるからである。ゲアハルト、ス
トリッカー等にこれはみられた。それ故、ヒング

ステッドは、後者を選択したといえる。したがっ
て、論理展開のなかで、小規模事業においても、単
式簿記（簡略化された複式簿記）でなく、複式簿記
の事例を示している３）。複式簿記の核心は複式記入
に基づく仕訳帳であり、それにつづいて元帳におけ
る諸勘定へと転記することにある。その帰結とし
て、仕訳帳を重視している。

図表－６

３）百瀬房德　獨協経済　s.1～2.
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さらに、複式簿記を、小規模事業ばかりでなく、
一般的にも展開している。当然、ここでも仕訳帳に
おける仕訳を重視している。再度、仕訳の事例を示
していることにも伺える。当時、ワーグナーも論じ
ているように、多くの単式簿記（簡略化された複式
簿記）の著作が刊行されていたことに対応するもの
であったといえる４）。

複式簿記の事例においては、全体構造を示す展開
において、仕訳帳と元帳のそれを呈示している。こ
の事例は、ヒングステッドの思考が仕訳と勘定に
よって現されていることに意義のあるものとなる。
仕訳帳では、仕訳の下に取引記録も示している。こ
の記録は、日記帳の役割をはたしており、「仕訳日
記帳」と称することができる。この仕訳をして始め
て、元帳の諸勘定へと転記される。この勘定は、取
引を性格により最小単位で現したそれである。

ヒングステッドは、まず、開始仕訳すると同時
に、勘定へ転記し、そして、取引の仕訳を開始す
る。会計期間において、すべての取引が仕訳され転
記される。特に、注目する点は、決算に際して仕訳
と勘定の締切からもたらされる損益勘定および残高
勘定である。損益勘定へは、仕訳を通して費用およ
び収益が振替えられている。この勘定で明らかとな
る差額は利益または損失として資本金勘定へ振替え
られる。残高勘定では、資産、負債および資本の在
高が集められる。ヒングステッドは、仕訳はする
が、残高勘定へは振替えられておらず、未完成と
なっている。その理由は、勘定の締切方法にある。
勘定の締切に際して、その残高について、「次期繰
越」と記入して締切り、同時に、次期の取引記録す
る前に、「前期繰越」と記入して取引記録を同一勘
定で継続していく。この方法を採用すると、この帰
結として、「会計期間をこえた商業帳簿の継続」と
いうことになる。

ヒングステッドは、勘定の締切にこの方法を採用
している。それ故、勘定を締切ってしまえば、簿記
システムとしての勘定システムは、ここで終了して
しまう。その結果、残高勘定は、ヒングステッドで
は、仕訳をすれども作成されていないことになる。
したがって、仕訳をすることと勘定を締切る手続き
とは矛盾することとなる。残高勘定作成に向けて仕

訳を示したということは「会計期間ごとの会計帳簿
の完結」という大陸法の完成に一歩近づいたといえ
よう。
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